




































































 

第６ 個人情報等の保護に関する特約条項 

 

個人情報等の保護に関する特約条項 

 

委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したＵＲ賃貸住宅水道

検針等業務（鳴海団地他39団地）の契約（以下「本契約」という。）に関し、

受託者が、本契約に基づく業務等（以下「業務等」という。）を実施するに当

たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 

 

（定義） 

第１条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集

する情報のうち、次に掲げるものをいう。 

一 個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条

第１項に規定する個人情報をいう。） 

二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権

利利益を侵害するおそれがある情報 

三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報  
四 受託者が業務に関して知り得た個人情報 

（個人情報等の取扱い） 

第２条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当た

っては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等

の取扱いを適正に行わなければならない。 

（管理体制等の報告） 

第３条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理

及び実施体制を書面（別紙様式１）により報告し、発注者の確認を受けなけ

ればならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 

（秘密の保持） 

第４条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約

が終了し、又は解除された後も同様とする。 

（安全管理のための措置） 

第５条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（収集の方法） 

第６条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、

本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（個人情報等の持出し等の禁止） 

第８条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受



 

注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 

（複写等の禁止） 

第９条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記

録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の制限等） 

第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務

等について、他に委託（他に委託を受ける者が受注者の子会社（会社法（平

成17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含

む。以下同じ。）してはならない。 

２ 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける

者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託す

る場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に

適用する。 

（返還等） 

第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しく

は作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要と

なったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さな

ければならない。  
２ 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注

者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能

な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者

に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、

消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 

（事故等の報告） 

第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれの

あるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めた

ときは速やかに、本契約の契約期間が１年以上の場合においては契約の始期

から６か月後の月末までに（以降は、直近の報告から１年後の月末までに）、

書面（別紙様式２）により報告しなければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管

理の状況について調査（実地検査を含む。以下同じ。）することができ、受注

者はそれに協力しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理

の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければな

らない。 

（取扱手順書） 

第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る



 

取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契

約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 

 本特約条項締結の証として本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印の

上、各自１通を保有する（ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立

を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容

の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管する

ものとする。）。 

 

令和 年 月 日 

 

委託者 住所 

 

氏名                       印 

 

 

受託者 住所 

 

氏名                       印 

 

 
  



 

（別添） 

個人情報等に係る取扱手順書 

 

個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り

扱うものとする。 

 

１ 個人情報等の秘密保持について 

個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 

※業務終了後についても同じ 

 

２ 個人情報等の保管について 

個人情報等が記録されている書類等（紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

以下同じ。）及びデータは、次のとおり保管する。 

(1) 書類等 

受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保

管する。 

(2) データ 

① データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢメモリ、外付けハード

ディスクドライブ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録機能を有する機

器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定す

る。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 

② ①に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受注者が支給及び管

理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。 

 

３ 個人情報等の送付及び持出し等について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務

所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承

諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取

り扱うものとする。 

(1) 送付及び持出しの記録等 

台帳等を整備し、記録・保管する。 

(2) 送付及び持出し等の手順 

① 郵送や宅配便 

複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付

する。 

② ファクシミリ 

原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う

場合は、次の手順を厳守する。 



 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること 

③ 電子メール 

個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送

付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パス

ワードは別途通知する。 

また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアド

レスが表示されないように、「bcc」で送信する。 

④ 持出し 

運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携

行する。 

 

４ 個人情報等の収集について 

業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 

また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、

本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正

かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

５ 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的

外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

６ 個人情報等の複写又は複製の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が

記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 個人情報等の返還等について 

① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又

は引渡しをする。 

② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合

には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元

又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、

発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 

 

８ 個人情報等が登録された通信端末の使用について 

発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用す

る場合には、次のとおり取り扱うものとする。 



 

(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 

(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき見防止フィルタの使用等）、

盗難・紛失に対する対策（通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等）

により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 

(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録（住所及び

個人を特定できる画像は登録しない。）は、業務上必要なものに限定する。 

(4) 個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを含む。）及び画像は、

業務上不要となり次第、消去する。 

 

９ 事故等の報告 

個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたと

きは、直ちに発注者に報告する。 

 

10 その他留意事項 

独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

第５章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 

この法律の第66条第２項において、『行政機関等から個人情報の取扱い

の委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、

滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者に

ついても本規律の適用対象となる。 

したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める

罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意された

い。 

 

  



 

令和 年 月 日 

 

株式会社＊＊＊＊＊         

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印 ※１ 

 

個人情報等に係る管理及び実施体制 
 

 契約件名：                       

 

１ 取扱責任者及び取扱者 

 
部 署 

氏 名 取扱う範囲等 
役 職 

取扱責任者 
○○部△△課 

  
課長 

取 扱 者 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

係長 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

主任 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                         

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                         

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

別紙様式１  



 

 

２ 管理及び実施体制図 

 

 

（様式任意） 

 

  



 

令和 年 月 日 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ名古屋住まいセンター 

センター長 鶴田 文彦 殿 

 

株式会社＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印 ※１ 

 

個人情報等の管理状況 

 

次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告い

たします。 

 

 契約件名：                       

 

記 

 

１ 確 認 日  令和 年 月 日 

２ 確 認 者  取扱責任者 ○○ ○○ 

３ 確認結果  別紙のとおり 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事

業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

 

 

以 上 

 

  

別紙様式２  



 

（別紙）管理状況の確認結果 

 

【管理する個人情報等】 

 

 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

１ 管理及び実施体制 

 
令和  年  月  日付けで提出した「個人情

報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及

び実施している。 

  

２ 秘密の保持 

 個人情報等を第三者に漏らしていない。   

３ 安全確保の措置 

 
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防

止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ

ている。 

  

《個人情報等の保管状況》 

 ① 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類

等は、受託者の事務所内のキャビネットなど

決められた場所に施錠して保管している。 

  

 ② 

データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢ

メモリ、外付けハードディスクドライブ、Ｃ

Ｄ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録機能を有する機

器・媒体、又はファイルについては、暗号化

及びパスワードを設定している。 

  

 ③ 
アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし

ている。 
  

 ④ 

②に記載するＰＣ及び機器・媒体については、

受託者が支給及び管理しており、私物の使用

はしていない。 

  

《個人情報等の送付及び持出し手順》 

 ① 

委託者の指示又は承諾があるときを除き、受

託者の事務所から送付又は持出しをしていな

い。 

  

 ② 
送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保

管している。 
  



 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

 ③ 

郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等

と封入文書等に相違がないことを確認し、送

付している。 

  

 ④ 

ＦＡＸについては、原則として禁止しており、

やむを得ずＦＡＸ送信する場合は、次の手順

を厳守している。 

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

  

 ⑤ 

ｅメール等について、個人情報等は、メール

の本文中に記載せず、添付ファイルによる送

付としている。 

  

 ⑥ 
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを

設定し、パスワードは別途通知している。 
  

 ⑦ 

１回の送信において送信先が複数ある場合に

は、他者のメールアドレスが表示されないよ

うに、「bcc」で送信している。 

  

 ⑧ 

持出しについて、運搬時は、外から見えない

ように封筒やバック等に入れて、常に携行し

ている。 

  

４ 収集の制限 

 
個人情報等を収集するときは、業務を処理するた

めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

収集している。 

  

《個人情報等の取得等手順》 

 ① 
業務上必要のない個人情報等は取得していな

い。 
  

 ② 

業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を

取得する場合には、本人に利用目的を明示し

ている。 

  

５ 利用及び提供の禁止 

 
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者

に提供していない。 

※発託者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

６ 複写又は複製の禁止 

 
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を

複写し、又は複製していない。 

※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

７ 再委託の制限等 

 

個人情報等を取扱う業務について、他に委託（他

に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も

含む。）し、又は請け負わせていない。 

※委託者の承諾があるときを除く。 

  

【再委託、再々委託等を行っている場合】 

 再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規

定する受託者の義務を負わせている。 
  



 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

８ 返還等 

 ① 
業務上不要となった個人情報等は、速やかに

委託者に返還又は引渡しをしている。 
  

 ② 

個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ

ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の

方法により、復元又は判読が不可能な方法に

より消去又は廃棄している。この場合におい

て、発注者に対し、消去又は廃棄したことを

証明する書類を提出する等している 

  

９ 通信端末の使用 

 ① 
パスワード等を用いたセキュリティロック機

能を設定している。 
  

 ② 

必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき

見防止フィルタの使用等）、盗難・紛失に対す

る対策（通信端末の放置の禁止、ストラップ

の使用等）により、安全確保のために必要な

措置を講ずることに努めている。 

  

 ③ 

電話帳への個人の氏名・電話番号・メールア

ドレス等の登録（住所及び個人を特定できる

画像は登録しない。）は、業務上必要なものに

限定している。 

  

 ④ 

個人情報等が含まれたメール（添付されたフ

ァイルを含む。）及び画像は、業務上不要とな

り次第、消去している。 

  

10 事故等の報告 

 
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れのあることを知ったときは、直ちに委託者に報

告し、指示に従っている。 

  

11 取扱手順書の周知・徹底 

 個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周

知・徹底を行っている。 
  

12 その他報告事項 

 

（任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。） 

※ 確認結果欄等への記載方法 

確認結果 記載事項 

適切に行っている ○ 

一部行っていない △ 

行っていない × 

該当するものがない － 

＊「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 
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対象団地一覧表

団地コード 団地名 所在
検針月

（偶数月/奇数
月/毎月）

量水器数

1 11 鳴海 名古屋市緑区鳴海町字細根84-4外 奇数月 154

2 22 鳴子 名古屋市緑区鳴子町一丁目5外 奇数月 741

3 37 相生山 名古屋市天白区久方一丁目148外 奇数月 946

4 54 堀田 名古屋市瑞穂区新開町27-15外 奇数月 696

5 64 鳴海第二 名古屋市緑区鳴海町字姥子山22-1 奇数月 94

6 74 牛巻 名古屋市瑞穂区牛巻町7-1 奇数月 310

7 78 花表 名古屋市熱田区花表町17-20 奇数月 187

8 80 木場 名古屋市港区木場町8-55 奇数月 411

9 94 桜田 名古屋市熱田区桜田町15外 奇数月 497

10 28 則武 名古屋市中村区竹橋町36-31 偶数月 193

11 41 江南 江南市藤ヶ丘一丁目1-1外 偶数月 3,951

12 42 津島 津島市藤浪町二丁目1-2外 偶数月 446

13 53 富吉 愛西市大野町山2011-6外 偶数月 54

14 55 富吉第２ 海部郡蟹江町富吉四丁目102番地 偶数月 104

15 70 緑苑東 各務原市緑苑東四丁目1-1外 偶数月 716

16 75 日比野 名古屋市熱田区中出町二丁目22 偶数月 187

17 79 豊成 名古屋市中川区豊成町1 偶数月 1,192

18 95 神宮東パークハイツ 名古屋市熱田区三本松町21外 偶数月 997

19 96 弥富 弥富市前ケ須町南本田348 偶数月 30

20 98 平針駅西 名古屋市天白区平針一丁目1307 偶数月 34

21 99 アーバニア大須 名古屋市中区門前町1-60 偶数月 246

22 101 アーバニア滝子南 名古屋市瑞穂区竹田町二丁目6-2 偶数月 85

23 102 アーバニア鶴舞 名古屋市中区千代田二丁目17-24 偶数月 101

24 103 高畑 名古屋市中川区高畑三丁目88-3 偶数月 33

25 104 徳重 名古屋市緑区乗鞍一丁目1811-1 偶数月 152

26 107 塩釜東 名古屋市天白区元八事5-205 偶数月 48

27 108 岩塚東 名古屋市中村区烏森町四丁目15 偶数月 64

28 111 アーバニア千代田 名古屋市中区千代田五丁目7-15 偶数月 597

29 113 アーバンドゥエル平針 名古屋市天白区平針一丁目914 偶数月 65

30 114 アーバンドゥエル中村公園 名古屋市中村区東宿二丁目75 偶数月 44

31 115 アーバニア鶴舞第２ 名古屋市中区千代田二丁目16-10 偶数月 120

32 122 白鳥パークハイツ神宮西 名古屋市熱田区旗屋二丁目21-25 偶数月 92

33 124 アーバンドエル白鳥公園 名古屋市熱田区一番一丁目17-5 偶数月 53

34 131 白鳥パークハイツ日比野東 名古屋市熱田区大宝一丁目14 偶数月 365

35 138 白鳥パークハイツ大宝 名古屋市熱田区大宝二丁目4 偶数月 439

36 139 アーバンラフレ滝子 名古屋市昭和区滝子通四丁目11 偶数月 51

37 153 アーバンラフレ金山 名古屋市中区金山一丁目4-2 偶数月 78

38 155 アーバンドエル有松 名古屋市緑区鳴海町字細根98-1 偶数月 27

39 160 アーバンドエル植田 名古屋市天白区植田二丁目107 偶数月 37

40 161 パークハイツ荒子 名古屋市中川区吉良町178-10 偶数月 100

14737量水器数　総計

※入札書に記載の金額は36ヶ月分の金額とすること。
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別紙２－２　水道メーター参考写真
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独立行政法人都市再生機構業務受託者 
株式会社ＵＲコミュニティ名古屋住まいセンター 

センター長 鶴田 文彦 殿 
 
                    令和  年  月  日 

（受託者） ○○株式会社○○支店 
○○ ○○ 

水道検針等業務完了報告書 
 

水道検針等業務を下記のとおり完了したので報告します。 
 

記 
 
１ 実施年月   令和   年   月分 
 
２ 業務内容   水道検針等業務仕様書のとおり 
 
３ 団地名    鳴海団地他 39 団地 
 

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                               

担当者（会社名・部署名・氏名）：                                 

連絡先（電話番号）１ ：                                     

連絡先（電話番号）２ ：                                     

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者

の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回

線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 

 

完 了 確 認 書 
上記の業務が完了したことを確認する。 
 
令和  年  月  日 

検 査 員           印 
 

責 任 者           印 
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水道検針等業務実施報告書 

 
令和  年  月分水道検針業務を下記のとおり実施したので報告します。 

  
団地名 所在 量水器数 履行期限 その他特記事項 

1           

2           

3           
4           

5           

6           
7           

8           

9           
10           

11           

12           
13           

14           

※注文（発注）内容に応じて、適宜加工・変更すること 
 
 
独立行政法人都市再生機構業務受託者 
株式会社ＵＲコミュニティ名古屋住まいセンター 
センター長 鶴田 文彦 殿 
 

（受託者） 
○○株式会社○○支店 

○○ ○○ 
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令和○○年○○月○○日 

●● ●● 株式会社 ●●支社（●●支店） 

支社（支店）長 ●● ●● 殿 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ名古屋住まいセンター  

センター長 鶴田 文彦  

 

 

給水停止措置依頼書 

下記水道使用者については、再三の督促にもかかわらず、水道使用料金を滞納していることか

ら、給水停止措置をおこなうこととしたので、停栓作業を依頼します。 

 

 

 

団地名 

（号棟―号室） 
使用者氏名 

滞納期間 

（年・月） 

滞納金額 

（円） 
備考 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

太枠線内適時削除可 



令和○年○月○○日 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ名古屋住まいセンター  

センター長 鶴田 文彦 殿 

 

●● ●● 株式会社 ●●支社（●●支店） 

  支 社 （ 支 店 ） 長  ● ●  ● ●  

 

給水停止措置実施結果報告書 

さきに依頼がありました、水道使用料金滞納者に係る給水停止措置結果について、下記のとおり報告

します。 

 

 団地名 

（号棟―号室） 
使用者氏名 

滞納期間 

（年・月） 

滞納金額 

（円） 

念書 
閉栓 備考 

有 無 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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011 鳴海 

 
 

配置図 

 



022 鳴子 

 
 

配置図 

 



028 則武 

 

 
配置図 

 



037 相生山 

 
  



 
配置図 

 



041 江南 

 
 

  



配置図 

 

注：敷地南東（配置図外）に位置する分譲住宅江南団地（201 号棟から 216 号棟）も 

業務対象となります。 



042 津島 

 

 
  



配置図 

 



052 富吉 

 
 

配置図 

 



054 堀田 

 
 

配置図

 
 



055 富吉第２ 

 
 

配置図 

 



064 鳴海第二 

 
 

配置図 

 



070 緑苑東 

 
 

  



配置図 

 



074 牛巻 

 
 

配置図 

 



075 日比野 

 
 

配置図 

 



078 花表 

 
 

配置図 

 



079 豊成 

 
 

配置図 

 



080 木場 

 
 

配置図 

 



094 桜田 

 

  



 
配置図 

 



095 神宮東パークハイツ 

 
 

  



配置図 

 



096 弥富 

 
 

  



配置図 

 



098 平針駅西 

 
 

配置図 

 



099 アーバニア大須 

 
 

  



配置図 

 



101 アーバニア滝子南 

 
 

配置図

 



102 アーバニア鶴舞 

 
 

配置図

 



103 高畑 

 
 

配置図 

 



104 徳重 

 
 

配置図 

 



107 塩釜東 

 
 

配置図 

 



108 岩塚東 

 
 

配置図 

 



111 アーバニア千代田 

 
 

配置図 

 



113 アーバンドゥエル平針 

 

 
配置図 

 



114 アーバンドゥエル中村公園 

 

 
配置図 

 



115 アーバニア鶴舞第２ 

 
 

配置図 

 



122 白鳥パークハイツ神宮西 

 
 

配置図 

 



124 アーバンドエル白鳥公園 

 
 

配置図 

 



131 白鳥パークハイツ日比野 

 
 

配置図 

 



138 白鳥パークハイツ大宝 

 

 
配置図 

 



139 アーバンラフレ滝子 

 
 

配置図 

 



153 アーバンラフレ金山 

 
 

配置図 

 



155 アーバンドエル有松 

 

 
配置図 

 



160 アーバンドエル植田 

 
 

配置図 

 



161 パークハイツ荒子 

 

 
配置図 

 



第８ 技術資料等作成様式集  

 
本競争に必要な「役務提供」の登録状況（申請日時点）：以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり  

□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加（該当する場合、登録番号を記載） 

□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載 

 

 

競争参加資格確認申請書 

 

 
                 

                                                  令和    年    月    日 

   

    独立行政法人都市再生機構業務受託者 

  株式会社ＵＲコミュニティ名古屋住まいセンター 

          センター長   鶴田 文彦  殿 

 

 

                                       住        所 

                                       商号又は名称 

                                       代 表 者 氏 名                          

 

 

 

令和   年   月   日付で公示のありましたＵＲ賃貸住宅水道検針等業務（鳴海

団地他 39 団地）に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて

申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該

当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約し

ます。 

 

 

 

記 

 

 

１ 技術資料（会社概要）：様式１－１（添付資料を含む。） 

２ 技術資料（業務実績申告書）：様式１－２（添付資料を含む。） 
 

 

登録番号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－１） 

 

会  社  概  要  書 

 

称号又は名称、代表者名 

 

設 立 年 月 日 

 

本  

店 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ)  
 

最 寄 り 

の 支 店 

営 業 所 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 

 

 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 

 

 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 

 

 

独立行政法人都市再生

機構中部地区 

（令 7・8 年度） 

競争参加資格物品購入

等登録番号 

登録番号： 

注１）会社案内等を添付してください。  

 

 

 



 

（様式１－２） 

 

 

業 務 実 績 申 告 書 

（ 継 続 年 数 ） 

 

  過去 10 年間における特定規模の集合住宅の継続受託実績 

  平成 27 年度以降において、３年間以上継続して受託した入札説明書「第１

入札等実施要領」３(6)に規定する中・高層集合住宅の検針業務は、次のとお

りです。 

 

団 地 の 名 称  

団 地 の 所 在 地  

住 宅 の 戸 数  

業 務 開 始 年 月

日 
 

注１）検針業務の実績を記入してください。なお、受託実績が複数契約にまたがる

場合は、各々の契約について当該資料を作成してください。また、当該業務に係

る実績を証する書類（契約書･仕様書の写し等）を添付してください。 

注２）技術資料提出時点で履行中の契約も対象とします。 

 

 

 

 

 

 


